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【参 考】 

○印紙税額 

契約金額（売買金額） 印紙税の税額（令和９年３月３１日まで） 

１千万円を超え５千万円以下 １万円 

 

○登録免許税額 

土地の売買による所有権の移転登記 

 課税標準の価額×１，０００分の１５（令和８年３月３１日まで） 

  ※課税標準の価額は、固定資産税課税台帳価格（入札物件の近傍類似地の固定資産税課

税台帳価格に比準して算定）です。 

  ※上記により算出した結果が、１千円未満である場合の登録免許税額は、１千円になり

ます。 

  ※登録免許税額は、相模原市が積算して落札者にお知らせします。 

 

 ○地方自治法施行令（抄） 

  （一般競争入札の参加者の資格） 

  第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入

札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

  （１）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

  （２）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

  （３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３

２条第１項各号に掲げる者 

  ２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに

該当すると認められるときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争入札

に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者についても、また同様とする。 

  （１）契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の

品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

  （２）競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の

成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

  （３）落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

  （４）地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員

の職務の執行を妨げたとき。 
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  （５）正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

  （６）契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故

意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

  （７）この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされて

いる者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として

使用したとき。 

 

 ○地方自治法（抄） 

  （職員の行為の制限） 

  第２３８条の３ 公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産

を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。 

  ２ 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 

 

 ○相模原市暴力団排除条例（抄） 

  （定義） 

  第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

  （１）暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民生活又は

事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。 

  （２）暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７ 

号。以下「法」という。)第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

  （３）暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

  （４）暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をい

う。 

  （５）暴力団経営支配法人等 法人その他の団体でその役員(業務を執行する社員、取締

役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有す

る者であるかを問わず、法人その他の団体に対し業務を執行する社員、取締役、執

行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含

む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取

引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するものをいう。 

 

  （市の契約事務における暴力団排除） 

  第７条 市は、工事の発注その他契約に関する事務の執行により暴力団の活動を助長し、
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又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は

暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの(法人その他の団体にあっては、そ

の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力

団員等と密接な関係を有するものをいう。以下同じ。)の市が実施する入札への参加の

制限その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

 ○神奈川県暴力団排除条例（抄） 

  （利益供与等の禁止） 

  第２３条 事業者は、その事業に関し、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴

力団経営支配法人等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 

  （１）暴力団の威力を利用する目的で、金銭、物品その他の財産上の利益を供与するこ

と。 

  （２）暴力団の威力を利用したことに関し、金銭、物品その他の財産上の利益を供与す

ること。 

  ２ 事業者は、その事業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 

  （１）暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあること

を知りながら、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等

に対して出資し、又は融資すること。 

  （２）暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあること

を知りながら、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等

から出資又は融資を受けること。 

  （３）暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあること

を知りながら、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等

に、その事業の全部又は一部を委託し、又は請け負わせること。 

  （４）暴力団事務所の用に供されることが明らかな建築物の建築を請け負うこと。 

  （５）正当な理由なく現に暴力団事務所の用に供されている建築物（現に暴力団事務所

の用に供されている部分に限る。）の増築、改築又は修繕を請け負うこと。 

  （６）儀式その他の暴力団の威力を示すための行事の用に供され、又は供されるおそれ

があることを知りながら当該行事を行う場所を提供すること。 

  （７）前各号に掲げるもののほか、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する

こととなるおそれがあることを知りながら、暴力団員等、暴力団員等が指定したも

の又は暴力団経営支配法人等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を供与する

こと。 
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  ３（略） 

 

 ○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（抄） 

  （用語の意義） 

  第２条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をい

う。 

  （１）キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊

興又は飲食をさせる営業 

  （２）喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則

で定めるところにより計つた営業所内の照度を１０ルクス以下として営むもの（前

号に該当する営業として営むものを除く。） 

  （３）喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが

困難であり、かつ、その広さが５平方メートル以下である客席を設けて営むもの 

  （４）まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある

遊技をさせる営業 

  （５）スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途とし

て射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの（国家公安委員会規

則で定めるものに限る。）を備える店舗その他これに類する区画された施設（旅館業

その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。）に

おいて当該遊技設備により客に遊技をさせる営業（前号に該当する営業を除く。） 

  ２～４（略） 

  ５ この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型

性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型

電話異性紹介営業をいう。 

  ６～１３（略） 


